
登記簿取得ネット利用規約 

 

本規約は、株式会社ＷＥＢマーケティング（以下「当社」という）が運営する登記簿取得Ｎ

ＥＴ（以下「本サイト」という）において、以下に定める利用者に対して提供する登記簿取得

代行サービス（以下「本サービス」という）について、以下のように登記簿取得ネット利用規

約を定めます。 

 

第１章 総則 

 

第 1 条 （総則） 

本規約は、当社と利用者との間に生ずる一切の関係に適用されるものとします。また本サー

ビスに付随する一部または全てのサービスにも本規約が適用されるものとします。 

 

第 2 条（規約の変更） 

当社は、利用者に承諾を得ることなく本サービスや本規約を変更する場合があり、利用者は

これを承諾するものとします。 

 

第 3 条（運営業務の一部委託） 

１．当社は、本サービスの運営業務のうち、以下の業務の一部又は全てを株式会社旅キャピタ

ル（以下「業務委託会社」という）に委託することがあります。 

 （１）受注業務 

 （２）顧客対応（電話及び電子メール対応） 

 （３）登記簿調査、取得業務 

 （４）封入、発送業務 

 （５）代金回収業務の一部 

 （６）その他（１）乃至（５）に付随する業務 

２．利用者は、当社が本サービスの運営に必要な範囲内において利用者の個人情報の取扱いを

業務委託社に委託することについて予め同意するものとします。 

 

第 4 条（本サービスの内容） 

１．本サービスの内容は以下のとおりとします。 

 （１）法人登記簿謄抄本取得・配送サービス 

 （２）不動産登記簿謄抄本取得・配送サービス 

 （３）公図、地積測量図、建物図面取得・配送サービス 

 （４）登記されていないことの証明書取得・配送サービス 

 （５）その他、（１）乃至（４）に付随するサービス 

２．但し、前項の取得を保証するものではありません。 

 



第２章 契約・利用等 

 

第 5 条（利用者の定義） 

 当社は、第 8条 1項に該当しない法人、個人、団体等を利用者と定めます。 

 

第 6 条（本サービスの申込方法） 

１．本サービスの利用を希望する者は（以下「申込者」という）、次に掲げる項目のいずれか

の方法により、本サービスを申し込むものとします。 

 （１）本サイトの「インターネット注文」から、必要項目を入力し申し込む 

 （２）本サイトの「ＦＡＸ注文」より、該当の申込用紙を印刷し、必要事項を記入の上ＦＡ

Ｘにて申し込む 

２．前項 1号の申込方法の場合、当社が申込を受付た時点で本規約に承諾したとみなし、当社

から申込者に対し「受注確認メール（自動送信）」が送信され、第 8条 1項に該当しない申

込者に限り本サービスを利用することができます。 

３．第1項2号の申込方法の場合、当社がＦＡＸを受信した時点で本規約に承諾したとみなし、

第 8条 1項に該当しない申込者に限り本サービスを利用することができます。 

４．第 1項以外の申込方法（電子メール、電話又は該当の申込用紙以外でのＦＡＸ注文）によ

り申し込まれた場合は、本申込みは無効となります。但し、当社が大量依頼などの特段の事

情を認めた場合はこの限りではありません。 

 

第 7 条（登記されていないことの証明書取得・配送サービスの手続き） 

１.申込方法 

 （１）申込者は、第 6条の方法に基づいて申し込みます。 

 （２）利用者は下記書類（以下「必要書類」）を、本サイトからのダウンロード、当社から

の電子メール又はＦＡＸのいずれかの方法で取得し、必要事項を記入・捺印のうえ、

当社に対し郵送するものとします。尚、郵送料は利用者の負担とします。 

     ・委任状 

     ・登記されていないことの証明申請書 

２．利用料金の支払 

（１）当社は、必要書類を受領後、利用者に対し利用料金の金額と振込先を電話又は電子メ

ールにて連絡します。 

（２）利用者は、当社から連絡を受けた日より５営業日以内に利用料金を支払うものとしま

す。尚、振込手数料は利用者負担にてお願いいたします。 

３．証明書の取得 

    当社は前項の入金確認後、証明書を取得し利用者に対し配送します。 

 

第 8 条（利用申込の拒絶・無効） 

１．当社は、申込者が次に掲げる項目の何れかに該当した場合、その利用申込を拒絶、又は無



効にすることができるものとします。また、当社は申込者に対し、将来にわたって利用資格

を与えない場合があります。 

 （１）申込者が実在しない場合 

 （２）本サービス利用の申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある

場合 

 （３）申込者が本サービス利用資格の停止処分中、又は過去の利用を含め本規約への違反が

判明した場合 

 （４）過去の利用を含め利用料金の支払を怠っている、又は支払を怠ったことがある場合 

 （５）申込者が反社会的な団体である場合。又は反社会的な団体の構成員である場合 

 （６）本サービスの申込内容が明らかに不適切であると当社が判断した場合 

 （７）その他、申込者が本サービスを利用することにより、重大な支障をきたすと当社が判

断した場合 

２．当社は、本サービス利用後であっても、利用者が前項の何れかに該当した場合は、本サー

ビスの利用を無効にすることができるものとします。 

３．申込書に書かれた所在地又は地番が不明の場合は取得ができないため無効となります。 

４．マンション等の区分所有権付きの不動産登記簿謄抄本を申請する場合は、利用者は該当の

マンション名および家屋番号を記入するものとし、記入がない場合は無効となります。 

５．申込者及び利用者は当社に対し、本条各項の何れかに該当し、本サービスの利用を拒絶・

無効になった場合は、拒絶・無効になった時点までに発生した本サービスの利用料等の債務

を履行する責を負います。 

 

第 9 条（変更・取消） 

利用者は、本サービス申込後に依頼内容の変更及び取消を行う場合は、電子メール又は電話

によって速やかに当社に連絡をするものとします。当社は各登記簿謄抄本取得前に限り、そ

の変更及び取消に対応いたします。 

 

第 10 条（受付時間・配送日） 

１．インターネット及びＦＡＸの受付は、原則として３６５日２４時間受付ております。但し、

土日祝日及び年末年始などの休業日に受付けたご依頼分は、翌営業日の対応となります。 

２．原則として、当日１５時までに受付けたものは当日取得、当日発送処理をし、１５時以降

に受付けたものは翌営業日対応となります。但し、調査内容、依頼数、法務局の混雑、天候、

交通事情、その他諸般の事情等により取得及び発送日に変更が生じる場合があります。 

 

第 11 条（ＦＡＸ送信サービス） 

１．利用者は、原本が発送される前に各登記簿謄抄本の内容を確認したい場合は、申込む際に

ＦＡＸ送信サービスを選ぶことができます。 

２．前項の場合、当日１１時までに受付けたものは１５時前後、１５時までに受付けたものは

１８時前後にＦＡＸいたします。但し、調査内容、依頼数、法務局の混雑、天候、交通事情、



その他諸般の事情等によりＦＡＸ送信時間に変更が生じる場合があり、平日対応（休業日受

付分については翌営業日対応）のみとなります。 

３．当社は、利用者のＦＡＸ受信環境によりＦＡＸ送信が不可能な場合（番号相違、TEL/FAX

切替不備、紙詰まり、給紙不足等）、利用者の承諾を得ることなくＦＡＸ送信サービスを終

了させる場合があります。 

４．利用者は、前項の事由によりＦＡＸを受信できない場合も、当社に対し、１件 315 円（税

込）の料金を支払います。 

 

第 12 条（報告・連絡） 

１．当社は、利用者からの依頼内容について、地番調査料及び郵送取寄料が発生する場合は、

事前又は事後に利用者に対し電子メール又は電話にて報告の上、利用者の申請・指示に合わ

せて対応いたします。 

２．利用者より前項の申請・指示後に調査及び取得の取消があった場合、申請・指示内容が不

明確な場合、又は当社より連絡後５営業日以内に返答がない場合は、利用者は当社に対し、

取得代行手数料及び報告段階までに要した調査費等を支払います。 

 

第 13 条（配送方法） 

１．利用者は、配送方法を次に掲げる何れかの方法より選ぶことができます。 

 （１）翌日～翌々日時間指定便（宅配便） 

 （２）東京２３区限定当日配送便（バイク便） 

２．利用者は、前項以外の配送方法を希望する場合は、その旨を備考欄に記入するものとしま

す。但し、当社が対応できない配送方法の場合は前項 1号の配送方法で配送いたします。 

 

第 14 条（納品） 

１．前条 1 項 1 号の配送方法の場合は、配送業者が利用者の送付先に配送したことをもって、

納品が完了したものとします。 

２．前条 1項２号の配送方法の場合は、配送業者からの到着確認報告をもって、納品が完了し

たものとします。 

 

第 15 条（登記簿謄抄本の受領拒否等） 

１．当社は、利用者が配送した登記簿謄抄本の受領に応じない場合、その他利用者側の事情で

申込書記載の送付先への配送ができない場合は、５営業日を期限として登記簿謄抄本の保管

を行いますが、別途保管料及び再配送料を請求いたします。 

２．利用者が前項の期限内に登記簿謄抄本を受領しない場合は、本サービスの利用を有効とみ

なし、当社は利用者に対し、発生した利用料等を請求いたします。 
 

第 16 条（本サービスの所要時間の変更） 

当社は、登記簿謄抄本の取得及び配送時間等について、以下の事由により変動する場合があ



りますが、利用者はこれを承諾するものとします。 

（１）法務局の状況（混雑状況、登記情報交換システムの通信障害） 

（２）申込を受付けた時間帯（法務局の受付時間に間に合わない場合、当社時間外の申込等） 

（３）送付先住所地（配送エリアの問題から日数を要する場合等） 

（４）申込依頼数（大量依頼の場合等） 

（５）申込依頼内容（記入相違、記入漏れ、又はご依頼の登記簿謄抄本が不存在の場合等） 

 

第３章 料金等 

 

第 17 条（利用料金） 

１．本サービスの利用料金は以下の通りとします。また、単位の内訳は次のとおりとします。 

  単位：「１件」 

・法人登記簿謄抄本の場合は、１社を１件と表します 

   ・不動産登記簿謄抄本（土地）の場合は、地番１つにつき１件と表します 

   ・不動産登記簿謄抄本（建物）の場合は、家屋番号１つにつき１件と表します 

  単位：「１通」 

   ・取得した登記簿謄抄本の通数を表します 

   ・取得した公図の通数を表します 

   ・取得した地積測量図の通数を表します 

   ・取得した建物図面の通数を表します 

   ・取得した登記されていないことの証明書の通数を表します 

（１）取得手数料 

①法人登記簿謄抄本取得・配送サービス       １件  950 円（税込） 

   ②不動産登記簿謄抄本取得・配送サービス      １件  950 円（税込） 

 ③公図、地積測量図、建物図面取得・配送サービス  １通 1,995 円（税込） 

 ④登録されていないことの証明書取得・配送サービス １通 3,600 円（税込） 

・法人登記簿謄抄本、不動産登記簿謄抄本の両方を取得する場合は、それぞれに取得手

数料が発生します 

・同じ登記簿謄抄本を数通取得する場合は追加の手数料は発生しません 

・登録されていないことの証明書取得・配送サービスの取得手数料には、配送代行手数

料が含まれています。（但し、バイク便での配送の場合は別途配送料が発生します。） 

 （２）追加代行費 

①法人登記簿謄抄本取得・配送サービス      １件増える毎 525 円（税込） 

   ②不動産登記簿謄抄本取得・配送サービス     １件増える毎 525円（税込） 

 ③公図、地積測量図、建物図面取得・配送サービス   

同一管轄の場合  １通増える毎 525 円（税込） 

別管轄の場合  １通増える毎 1,365 円（税込） 

 



 ④登録されていないことの証明書取得・配送サービス 

１通増える毎 600円（税込） 

（３）登記印紙代（実費） 

①法人登記簿謄抄本取得・配送サービス       １通  700 円（非課税） 

   ②不動産登記簿謄抄本取得・配送サービス      １通  700 円（非課税） 

 ③公図、地積測量図、建物図面取得・配送サービス  １通  500 円（非課税） 

 ④登録されていないことの証明書取得・配送サービス １通  300 円（非課税） 

・登記簿謄抄本が 50枚を超える場合は、50 枚超過迄毎に 100円加算されます 

（４）配送代行手数料（宅配便の場合） 

・全国一律（沖縄・離島は除く） 1,050 円（税込） 

   ・沖縄・離島が配送先の場合は、別途お見積もりいたします 

   ・登録されていないことの証明書取得・配送サービスは配送料が発生しません 

（５）配送代行手数料（バイク便の場合） 

・提携業者の配送料金（実費）+315 円（税込） 

 （６）郵送取寄せ料 

・１登記所管轄 1,050 円（税込） 

   ・登記情報交換システムが未導入の登記所管轄の申請が必要な場合など 

（７）地番調査料 

  ・１件 1,050 円（税込） 

  ・利用者が地番または家屋番号が分からない場合 

   ・当社が地番及び家屋番号を調査の上取得した場合 

 （８）ＦＡＸ送信サービス 

 ・1 件 315 円（税込） 

２．法務局への申請後、未登記、登記中、補正登記手続中又は所在地相違等、その他申請情報

に誤記、不備等の理由から取得が出来なかった場合も、当社は利用者に対し、登記印紙代（実

費）、配送代行手数料を除いた取得代行手数料等を請求いたします。 

３．当社は利用者に対し、取得後の依頼内容の変更・取消が発生した場合も、取得手数料を含

む実際に発生した費用の請求をいたします。 

４．当社は、利用者が大量数の依頼をする場合、または定期的に反復して本サービスを利用さ

れる場合は、別途特別利用料金を設定いたします。 

 

第 18 条（支払方法） 

１．原則として、本サービスの利用料金の支払方法は代金引換とし、配送時の送り状に明記さ

れた金額を配達員にお支払ください。 
２．登録されていないことの証明書取得・配送サービスの利用料金の支払方法は、第 6 条 2

項に基づいて支払います。 
３．月極め支払を希望する利用者（法人限定）は、当社が別途発行する「登記簿取得ネット月

極申込書」に必要事項を記入・押印の上、当社へ郵送又はＦＡＸにて提出します。 



４．前項の支払方法の場合、毎月末日を締切日として、当社より利用者に対し請求書を発送い

たします。利用者は請求書の内容に従い、支払期日までに下記口座へ利用料金をお振り込み

ください。尚、振込手数料は利用者負担にてお願いいたします。 
  振込口座 

   金融機関名：三井住友銀行 

   支店名  ：渋谷支店 

   預金種別 ：普通 

   口座番号 ：8799222 

   口座名義人：株式会社ＷＥＢマーケティング 

５．領収書の発行は原則行っておりません。代金引換でのお支払いの場合は配送業者がお渡し

する領収書をお使いください。また、振込でのお支払いの場合は、利用者の振込の控えを領

収書としてお使いください。 

６．前項の場合以外で領収書が必要な場合は、お支払後、本サイトの「お問い合わせ」より、

利用者名・支払日・支払金額・領収書送付先住所・会社名・部署名・担当者名・連絡先を送

信してください。 

７．当社は、利用者が利用料金の支払を怠った場合は、支払があるまで利用者への本サービス

の提供を停止することができるものとします。 

８．登記簿謄抄本取得の結果、請求交付通数・頁数により依頼内容と実際の取得内容に誤差が

生じた場合は、納品書の発行をもって報告いたします。 

 

第 19 条（遅延損害金） 

利用者が前条に定める支払を怠った場合、利用者は当社に対し、支払期日から完済まで年１

４．５％の割合の遅延損害金を支払わなければならないものとします（年３６５日の日割計算

とする）。 

 

第 20 条（利用環境の整備） 

１．利用者は、本サービスを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段を

自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。 

２．利用者は、自己の利用環境に応じて、コンピューターウィルスの感染の防止、不正アクセ

ス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を講じるものとします。 

３．当社は、利用者の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。 

 

第４章 禁止事項 

 

第 21 条（その他禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。

万一禁止事項を行った場合は、当社は利用者に対し本サービスの停止の措置をとることができ、

また、当社が何らかの損害を被った場合は、利用者は当該損害を賠償するものとします。 



 （１）当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等

の正当な権利を侵害する行為、又はその恐れのある行為 

 （２）公序良俗に反する行為、又はその恐れのある行為 

 （３）法律、法令等に違反する行為 

 （４）第三者を誹謗中傷する行為、又はその恐れのある行為 

（５）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為 

 （６）本サービスの運営を妨げる行為、又はその恐れのある行為 

 （７）本サービスの信用を毀損する行為、又はその恐れのある行為 

 （８）本サービスの利用権利を、第三者に譲渡、転貸、担保、売却する行為 

 （９）本サービスを通じてもしくは本サービスに関連して、コンピューターウィルス等有害

なプログラムを使用および提供する行為、又はその恐れのある行為 

 （10）その他、当社が不適当と判断する行為 

 

第５章 サービスの提供上の細則 

 

第 22 条（個人情報の保護） 

当社は、個人情報を適切に保護し、当社が別途本サイト上に提示している「個人情報保護」

を遵守します。ただし、利用者が事前に承諾した場合には、その承諾の範囲で第三者に開示で

きるものとし、また、刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制

の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、利用者の事前の承諾なく第三者に開示で

きるものとします。 

 

第 23 条（本サービスの中断・停止・終了） 

１．当社は、以下の何れかに起因する事由が発生した場合、本サービスの全部または一部を中

断・停止・終了することができ、当該事由に起因して利用者または第三者に損害が発生した

場合、一切の責任を負わないものとします。 

 （１）定期的または緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を

行う場合 

（２）火災、停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合 

（３）本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良、または第三者からの不正ア

クセス、コンピューターウィルスの伝播等により本サービスを提供できない場合 

（４）法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合 

（５）その他、当社がやむを得ないと判断した場合 

２．当社は、前項により本サービスの運用を停止する場合、事前に本サイト上でその旨を通知

するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 

３．当社は、当社独自の判断により、本サービスの全部または一部を中断・停止・終了するこ

とができるものとし、これにより利用者または第三者に損害が発生した場合、一切の責任を

負わないものとします。 



第 24 条（免責） 

１．当社及び業務委託会社は、利用者の本サービスの利用に際し、本規約に該当する内容やそ

の他、利用者に対して発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、

当社及び業務委託会社の故意又は重過失と判断された損害についてはこの限りではありま

せん。 
２．前項ただし書きの場合、利用者が当社に支払った利用料金の金額をその賠償額の上限とし

ます。 

３．当社及び業務委託会社は、利用者が本サービスの利用に際して、第三者に与えた損害の一

切の責任を負わないものとし、利用者が第三者に与えた損害は利用者の責任と費用をもって

解決し、当社及び業務委託会社に損害を与えることがないものとします。 

 

第 25 条（損害賠償の請求） 

利用者が、本規約に反した行為又は不正若しくは違法に本サービスを利用することにより当

社及び業務委託会社に損害を与えた場合、当社は利用者に対して該当する相応の損害賠償の請

求（弁護士費用を含む）を行う場合があるものとします。 

 

第 26 条（譲渡）  

当社は、利用者に対し電子メールにて通知することにより、本規約に基づく当社の地位また

は権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。  

 

第 27 条（準拠法）  

本規約の成立、効力、履行および解釈には、日本法が適用されるものとします。 

 

第 28 条（協議）  

 本サービスに関して、当社と利用者の間で問題が生じた場合には、当社は利用者と誠意をも

って協議しその解決に努めるものとします。 

 

第 29 条（管轄裁判所） 

 本規約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものと

します。 

 

第 30 条（附則） 

2006 年 11月 1 日制定・施行 

2008 年 6 月 1 日改訂 

2008 年 11月 1 日改訂 

2009 年 11月 1 日改訂 

2011 年 4 月 1 日改訂 

2012 年 5 月 1 日改訂 


